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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向と短手方向を有し、
　液透過性の表面シートと、
　前記表面シートに対向して配置された液不透過性の防漏シートと、
　前記表面シートと前記防漏シートとの間に配置された吸収体と、
　短手方向の端部に、長手方向に沿って設けられ、伸縮性弾性部材を挟み、外側端部が防
漏シートに固着されたた立体ギャザーと、
を備える吸収性物品であって、
　前記吸収体は、第１の吸収部材と前記第１の吸収部材よりも肌当接面側に設けられた第
２の吸収部材とを備え、
　前記第２の吸収部材は、基底部と、前記基底部の肌当接面側の表面から突出する隆起部
であって、前記第２の吸収部材の長手方向に延びる前記隆起部を有し、
　前記第１の吸収部材は、平面視において前記隆起部に重なるように配置され、
　前記吸収性物品の短手方向において、前記第１の吸収部材の長さは、前記第２の吸収部
材の長さよりも短く、
　第１の吸収体及び第２の吸収体に、圧搾溝が形成されておらず、
　第１の吸収部材の高吸水性樹脂の含有率は、４５質量％以上６０質量％以下であり、第
２の吸収部材の高吸水性樹脂の含有率は、２５質量％以上４０質量％以下であり、
　基底部のフラッフ目付は、１００ｇ／ｍ２以上２００ｇ／ｍ２以下であり、
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　隆起部のフラッフ目付は、５０ｇ／ｍ２以上１５０ｇ／ｍ２以下であり、
　第１の吸収部材のフラッフ目付は、２５０ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２以下であり、
　第２の吸収部材のフラッフ目付は、１５０ｇ／ｍ２以上３５０ｇ／ｍ２以下であり、
　吸収性物品の全体のフラッフ目付は、４００ｇ／ｍ２以上７５０ｇ／ｍ２以下であるこ
とを特徴とするテープ型の使い捨て紙おむつ。
【請求項２】
　平面視において、前記第２の吸収部材の外形が、前記第１の吸収部材の外形よりも大き
く、前記第２の吸収部材は、前記第１の吸収部材の肌当接面側の表面を覆うように設けら
れていることを特徴とする請求項１に記載のテープ型の使い捨て紙おむつ。
【請求項３】
　平面視において、前記隆起部の外形が、前記第１の吸収部材の外形よりも大きく設けら
れていることを特徴とする請求項１又は２に記載のテープ型の使い捨て紙おむつ。
【請求項４】
　前記吸収性物品の短手方向において、前記第１の吸収部材の長さは、前記第２の吸収部
材の長さの３０％以上であって７０％以下であることを特徴とする請求項１から３のいず
れかに記載のテープ型の使い捨て紙おむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、使い捨てのおむつなどの吸収性物品は、液透過性のトップシートと、液不透過
性のバックシートと、両シートの間に配置された綿状パルプなどからなる吸収体と、で構
成されている。これにより、尿や血液などの体液は、トップシートを通って吸収体に吸収
される。このような吸収性物品においては、尿や血液などの体液が外部に漏れるのを防ぐ
ことが重要であり、漏れ防止のために、吸収性物品の形状、吸収体の吸収性能や立体ギャ
ザー構造などの様々な改良が行われてきた。
【０００３】
　例えば、特開平０８－１１７２７７号公報には、ナプキン１の中央域６を除くその他の
域７を熱エンボス加工により間欠的に融着一体化し、中央域６に他の域７よりも高くかつ
柔弾性に富んだ隆起部を形成し、着用者の体液排出部に隆起部がフィットすることで、漏
れを防止することができる吸収性物品が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０８－１１７２７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、このように単純に隆起部を吸収体に形成すると、着用者の体液排出部に対する
隆起部の密着性が十分ではないため、漏れが発生する場合があった。また、隆起部の盛り
上がり量が足りない場合にも漏れが発生することがあり、一方、隆起部の盛り上がり量が
大きすぎる場合には、吸収性物品の着用時に、着用者が異物感を感じて、吸収性物品の着
用感が悪くなる場合があった。
【０００６】
　従って、本発明の目的は、吸収体に設けられた隆起部の盛り上がり量や盛り上がり形状
を制御可能とすることで、着用者の体液排出部に吸収体をより良好に密着させて、体液の
漏れを効果的に防止するとともに、着用感に優れた吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は、以下の構成によって把握される。
（１）　本発明の一側面に係る吸収性物品は、液透過性の表面シートと、上記表面シート
に対向して配置された液不透過性の防漏シートと、上記表面シートと上記防漏シートとの
間に配置された吸収体と、を備える吸収性物品であって、上記吸収体は、第１の吸収部材
と上記第１の吸収部材よりも肌当接面側に設けられた第２の吸収部材とを備え、上記第２
の吸収部材は、基底部と、上記基底部の肌当接面側の表面から突出する隆起部であって、
上記第２の吸収部材の長手方向に延びる上記隆起部を有し、上記第１の吸収部材は、平面
視において上記隆起部に重なるように配置され、上記吸収性物品の短手方向において、上
記第１の吸収部材の長さは、上記第２の吸収部材の長さよりも短いことを特徴とする。
（２）　本発明の他側面に係る吸収性物品は、（１）記載の吸収性物品であって、平面視
において、上記第２の吸収部材の外形が、上記第１の吸収部材の外形よりも大きく、上記
第２の吸収部材は、上記第１の吸収部材の肌当接面側の表面を覆うように設けられている
ことを特徴とする。
（３）　本発明の他側面に係る吸収性物品は、上記（１）または（２）記載の吸収性物品
であって、平面視において、上記隆起部の外形が、上記第１の吸収部材の外形よりも大き
く設けられていることを特徴とする。
（４）　本発明の他側面に係る吸収性物品は、上記（１）乃至（３）のいずれかに記載の
吸収性物品であって、上記第１の吸収部材は高吸水性樹脂を含み、上記第１の吸収部材の
高吸水性樹脂の含有率は、上記第２の吸収部材の高吸水性樹脂の含有率よりも大きいこと
を特徴とする。
（５）　本発明の他側面に係る吸収性物品は、上記（１）乃至（４）のいずれかに記載の
吸収性物品であって、上記基底部の肌当接面側の表面には、上記隆起部の周縁に沿った圧
搾溝が形成されていないことを特徴とする。
（６）　本発明の他側面に係る吸収性物品は、上記（１）乃至（５）のいずれかに記載の
吸収性物品であって、上記吸収性物品の短手方向において、上記第１の吸収部材の長さは
、上記第２の吸収部材の長さの３０％以上であって７０％以下であることを特徴とする。
（７）　本発明の他側面に係る吸収性物品は、上記（４）記載の吸収性物品であって、上
記第１の吸収部材の高吸水性樹脂の含有率は４５質量％以上であって６０質量％以下であ
り、上記第２の吸収部材の高吸水性樹脂の含有率は２５質量％以上であって４０質量％以
下であることを特徴とする吸収性物品。
（８）　本発明の他側面に係る吸収性物品は、上記（１）乃至（７）のいずれかに記載の
吸収性物品であって、上記基底部のフラッフ目付は、１００ｇ／ｍ２以上であって２００
ｇ／ｍ２以下であり、上記隆起部のフラッフ目付は、５０ｇ／ｍ２以上であって１５０ｇ
／ｍ２以下であり、上記第１の吸収部材のフラッフ厚みは、２５０ｇ／ｍ２以上であって
４００ｇ／ｍ２以下であり、上記第２の吸収部材のフラッフ目付は、１５０ｇ／ｍ２以上
であって３５０ｇ／ｍ２以下であり、上記吸収性物品の全体のフラッフ目付は、４００ｇ
／ｍ２以上であって７５０ｇ／ｍ２以下であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の吸収性物品は、吸収体に設けられた隆起部の盛り上がり量や盛り上がり形状を
制御可能とすることで、着用者の体液排出部に吸収体をより良好に密着させて、体液の漏
れを効果的に防止するとともに、優れた着用感を供することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る吸収性物品の平面図である。
【図２】図２（ａ）は本発明の実施形態に係る吸収性物品の吸収体のみを抜き出した吸収
体の平面図であり、図２（ｂ）は、本発明の実施形態の変形例に係る吸収性物品の吸収体
のみを抜き出した吸収体の平面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る吸収性物品の断面図であって、図１のＸ－Ｘ’線におけ
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る断面図である。
【図４】本発明の実施形態の変形例に係る吸収性物品の吸収体のみを抜き出した吸収体の
断面図であって、図２（ａ）のＹ－Ｙ’線における断面図である。（ａ）は第１の吸収部
材と第２の吸収部材を積み重ねた状態を示し、（ｂ）は（ａ）の状態で吸収性物品に組み
込まれた状態を示す。
【図５】本発明の実施形態の変形例に係る吸収性物品の吸収体のみを抜き出した吸収体の
断面図であって、図２（ｂ）のＹ－Ｙ’線における断面図である。（ａ）は第１の吸収部
材と第２の吸収部材を積み重ねた状態を示し、（ｂ）は（ａ）の状態で吸収性物品に組み
込まれた状態を示す。
【図６】本発明の実施形態に係る吸収性物品の製造方法を説明する概要図である。
【図７】本発明の実施形態に係る吸収性物品の紙おむつを示す概略図である。
【図８】本発明の実施形態に係る吸収性物品の尿取りパットを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１乃至図８を参照して、本発明の実施形態に係る吸収性物品およびその製造方法につ
いて詳細に説明する。なお、実施形態の説明は、全体を通して同じ要素には同じ番号を付
している。本発明の実施形態に係る吸収性物品１としては、図１に示すようなテープ型の
紙おむつが例示されるが、これに限定されるものではなく、生理用ナプキン、パンティー
ライナー、図７に示すようなパンツ型の紙おむつ１Ａ、図８に示すような尿取りパッド１
Ｂ、その他の吸収性物品であってもよい。なお、本明細書の説明において、吸収性物品１
の長手方向は、吸収性物品１が着用されたときに着用者の前後にわたる方向であり、吸収
性物品１の短手方向は、長手方向に対して横又は直交する方向である。また、本明細書の
説明において、体液とは、尿、血液や軟便中の水分などの体内から体外に排出された液体
をいう。さらにまた、吸収性物品１の着用時とは、吸収性物品１の装着時および着用後の
少なくとも一方を示す。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に係る吸収性物品の平面図であり、図２は、本発明の実施形
態に係る吸収性物品の吸収体のみを抜き出した吸収体の平面図であり、図３は、本発明の
実施形態に係る吸収性物品の断面図であって、図１のＸ－Ｘ’線における断面図である。
図１乃至図３に示すように、吸収性物品１は、肌当接面側に配された液透過性の表面シー
ト２００と、表面シート２００に対向して配置された液不透過性の防漏シート３００と、
表面シート２００と防漏シート３００との間に配置された吸収体１００と、を備える。こ
れにより、吸収体１００は、表面シート２００と防漏シート３００の間に挟まれた構造と
なっている。吸収性物品１は、短手方向の端部に、長手方向に沿って設けられた立体ギャ
ザー４００を有してもよい。吸収体１００は、第１の吸収部材１４０と第１の吸収部材１
４０よりも肌当接面側に設けられた第２の吸収部材１２０とを含む複数の吸収部材を備え
る。第２の吸収部材１２０には、基底部１２４と、基底部１２４の肌当接面側の表面から
突出する隆起部１２２と、が規定されている。隆起部１２２は、第２の吸収部材１２０の
長手方向に延びるように設けられている。第１の吸収部材１４０は、平面視において隆起
部１２２に重なるように配置される。図３に示すように、吸収性物品１の短手方向におい
て、第１の吸収部材１４０の長さは、第２の吸収部材１２０の長さよりも短く設けられて
いる。着用者の体液排出部に吸収体１００をより良好に密着させつつ、優れた着用感を供
するためには、隆起部１２２の盛り上がり量を所定量に抑える必要がある。これらによっ
て、吸収体１００に設けられた隆起部１２２の盛り上がり量は、第１の吸収部材１４０の
厚み、表面積や形状によって制御可能となり、着用者の体液排出部に吸収体１００をより
良好に密着させて、体液の漏れを効果的に防止するとともに、優れた着用感を供すること
ができるものである。
【００１２】
　表面シート２００は、吸収体１００に向けて体液を速やかに通過させるものであり、吸
収体１００を間にして、防漏シート３００と対向して配置されている。表面シート２００
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は、肌と当接するシートとなることから、柔らかな感触で、肌に刺激を与えないような不
織布や多孔性プラスチックシートなどの材料によって形成することが好ましく、単層また
は複数層で設けられてもよい。表面シート２００には、ドライタッチ性を付与するために
多数の透孔が形成されていてもよい。不織布としては、ポリエチレンなどの合成繊維やレ
ーヨンなどの再生繊維、綿などの天然繊維を用いて、エアスルー法、ポイントボンド法、
スパンレース法やスパンボンド法などの公知の加工法によって得られたものを用いること
ができる。表面シート２００には、撥水処理や親水処理が施されていてもよい。表面シー
ト２００は、着用者の股部が位置づけられる長手方向中央に括れ部を有する砂時計形状、
略矩形形状などで設けられてよく、吸収体１００の側縁より若干外方に延在して設けられ
てもよい。
【００１３】
　防漏シート３００は、吸収性物品１の外部に体液が漏れないように液不透過性を有し、
遮水性を有するシート材が用いられるが、ムレ防止のために透湿性を有してもよい。この
ような防漏シート３００の材料には、たとえば、ポリエチレンやポリエチレンラミネート
不織布などの薄いプラスチックシートが挙げられる。防漏シート３００は、着用者の股部
が位置づけられる長手方向中央に括れ部を有する砂時計形状、略矩形形状などで設けられ
てよく、吸収体１００の側縁より若干外方に延在して設けられてもよい。防漏シート３０
０は、腰部３０４にあたる位置に、固着テープ３０２を有してもよいし、腰部３０４にあ
たる位置が他の腰部３０６と予め固着されていてもよい。図示しないが、防漏シート３０
０の非肌当接面側には、着用時に下着などに吸収性物品を固着するための粘着剤層が設け
られてもよい。粘着剤層を有する場合、さらに粘着剤層を保護し、または露出するための
剥離シートを有してもよい。剥離シートは、吸収性物品の包装シートとして用いられても
よい。表面シート２００と防漏シート３００とは、長手方向端部などの端部の少なくとも
一部において、吸収体１００を挟まずに、ホットメルト接着剤やヒートシールなどにより
固着されて、フラップ部２０２を構成してもよい。
【００１４】
　立体ギャザー４００は、たとえば体液や便の閉じ込め空間を形成して、それらの横漏れ
を防止できるようになっている。立体ギャザー４００は、立体ギャザーシート４０２と、
立体ギャザーシート４０２の自由端部に沿って配された弾性伸縮部材４０４と、を備える
。より詳しく説明すると、立体ギャザーシート４０２の短手方向の外側端部は、弾性伸縮
部材４０４を挟んで防漏シート３００にホットメルト接着剤などの固着材４０６によって
固着され、立体ギャザーシート４０２の短手方向の内側端部は、平面視において吸収体１
００の側縁に立体ギャザーシート４０２が重なるように、表面シート２００にホットメル
ト接着剤などの固着材４０８により固着されている。立体ギャザーシート４０２は、短手
方向の内側端部が内折または外折に折りこまれることで、長手方向に沿って折曲部が形成
されており、この折曲部に弾性伸縮部材４０４が挟まれている。弾性伸縮部材４０４は、
ホットメルト接着剤などにより立体ギャザーシート４０２に固定されている。ここでは、
立体ギャザーシート４０２が別部材で設けられるものを説明したが、これに限定されず、
立体ギャザーシート４０２は、表面シート２００の一部または表面シート２００側に折り
返した防漏シート３００の一部によって構成されてもよい。また、ここでは、立体ギャザ
ー４００は、自由端部において、立体ギャザーシート４０２が折りこまれて二重になった
例を説明したが、折りこまれずに一枚のシートにより形成されたものであってもよい。ま
た、吸収性物品の短手方向の端部など、吸収性物品の端部の少なくとも一部において、防
漏シート３００と立体ギャザーシート４０２とはホットメルト接着剤やヒートシールによ
って固着されて、フラップ部を形成していてもよい。これらにより、吸収性物品１は、表
面シート２００、防漏シート３００および立体ギャザーシート４０２によって、吸収体１
００が内包される構造となる。
【００１５】
　第１の吸収部材１４０と第２の吸収部材１２０との少なくとも一方は、略砂時計形状、
略矩形形状や略楕円形状など任意の形状をなし、表面シート２００および防漏シート３０
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０の少なくとも一方と相似形をなしてもよい。第１の吸収部材１４０と第２の吸収部材１
２０との少なくとも一方は、吸収性物品1の長手方向に延びるように設けられている。第
１の吸収部材１４０と第２の吸収部材１２０とは、木材パルプや綿状繊維などの天然繊維
、ポリエチレンなどからなる合成繊維、または、これらの混合物を含むマット状部材によ
って構成され、表面シート２００や防漏シート３００よりも剛性が高くなるように設けら
れている。
【００１６】
　図２（ａ）に示すように、平面視において、第２の吸収部材の隆起部１２２は、第１の
吸収部材１４０ａの外形よりも大きく、第２の吸収部材の隆起部１２２は、第１の吸収部
材１４０ａの肌当接面側の表面を覆うように設けられていてもよい。すなわち、第２の吸
収部材１２０は、第１の吸収部材１４０ａに覆いかぶさるように配置される。これによっ
て、吸収性物品１は、第１の吸収部材１４０ａが、第２の吸収部材１２０を盛り上げて、
隆起部１２２と基底部１２４との高低差が生じ、着用者の体液排出部に吸収体１００をよ
り良好に密着させて、吸収性物品１の外部への体液の漏れを効果的に防止することができ
るものである。また、図２（ｂ）に示すように、平面視において、第１の吸収部材１４０
ｂの外形は、第２の吸収部材の隆起部１２２よりも大きく設けられていてもよい。この場
合、第１の吸収部材１４０ｂの面積が広いため、吸収力が増すこととなる。そして、図３
に示すように、第１の吸収部材１４０の短手方向の長さと隆起部１２２の短手方向の長さ
とは、略等しく設けられてもよい。また、第１の吸収部材１４０の外形と隆起部１２２の
外形とは、略同じであってもよい。隆起部１２２は、図１および図２に示すとおり、平面
視において、略矩形形状や略楕円形状、円形形状など任意の形状に設けられてもよい。
【００１７】
　図４は、本発明の実施形態の変形例に係る吸収性物品１の吸収体１００ａを抜き出した
吸収体１００ａの断面図であって、図２（ａ）のＹ－Ｙ’線における断面図である。図４
によって説明する変形例においては、上記実施形態の吸収体１００の代わりに、吸収体１
００ａを用いた以外は実施形態と同様である。図４（ａ）は、上記第１の吸収部材１４０
の代わりに第１の吸収部材１４０ａを用い、第２の吸収部材１２０として第２の吸収部材
１２０ａを用いて、それらを単に積み重ねた状態を示し、図４（ｂ）は図４（ａ）の吸収
体１００ａが吸収性物品１に組み込まれた状態を示す。図４に示すように、第２の吸収部
材１２０ａの隆起部１２２ａ短手方向の長さは、第１の吸収部材１４０ａの短手方向の長
さよりも大きく設けられている。また、図４に示すように、平面視において、隆起部１２
２ａの外形は、第１の吸収部材１４０ａの外形よりも大きく設けられていることが好まし
い。これによって、吸収性物品１は、第１の吸収部材１４０ａが、隆起部１２２ａを盛り
上げるとともに、隆起部１２２ａと基底部１２４ａとの高低差に起因する段差を低減する
ことができ、着用者の体液排出部に吸収体１００ａをより良好に密着させて、体液の漏れ
を効果的に防止することができる。
【００１８】
　図５は、本発明の実施形態の変形例に係る吸収性物品の吸収体のみを抜き出した吸収体
の断面図であって、図２（ｂ）のＹ－Ｙ’線における断面図である。図５によって説明す
る変形例においては、吸収体１００として、吸収体１００ｂを用いた以外は上記実施形態
と同様である。図５（ａ）は、上記第１の吸収部材１４０の代わりに第１の吸収部材１４
０ｂを用い、第２の吸収部材１２０として第２の吸収部材１２０ｂを用いて、それらを単
に積み重ねた状態を示し、図５（ｂ）は図５（ａ）の吸収体１００ｂが吸収性物品１に組
み込まれた状態を示す。図５に示すように、第２の吸収部材１２０ｂの隆起部１２２ｂの
短手方向の長さは、第１の吸収部材１４０ｂの短手方向の長さよりも小さく設けられ、同
時に、第２の吸収部材１２０ｂの基底部１２４ｂの短手方向の長さは、相対的に小さくな
っている。この場合、第１の吸収部材１４０ｂの面積が広いため、吸収力が増すこととな
る。また、図５に示すように、平面視において、隆起部１２２ｂの外形は、第１の吸収部
材１４０ｂの外形よりも小さく設けられてもよい。
【００１９】
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　次に、図１乃至図３に戻って説明をすると、第１の吸収部材１４０および第２の吸収部
材１２０は、例えば、木材パルプフラッフのような、フラッフのウェブの親水性繊維マト
リックスにより形成することができる。ここで、フラッフとしては、木材パルプフラッフ
が好ましく、機械的な解繊が容易となるよう、薬剤処理したものを用いてもよい。木材パ
ルプフラッフとしては、嵩が低く、解繊装置の所要動力（パルプをフラッフ化する際の解
繊機の消費電力）が抑えられるトリートメントパルプを用いることが好ましい。また、第
１の吸収部材１４０および第２の吸収部材１２０は、フラッフのウェブの親水性繊維マト
リックスを高吸水性樹脂（ＳＡＰ：Ｓｕｐｅｒ　ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ）
の粒子と混合して形成してもよい。高吸水性樹脂としては、例えば、ポリアクリル酸塩架
橋物、自己架橋したポリアクリル酸塩、アクリル酸エステル－酢酸ビニル共重合体架橋物
のケン化物、イソブチレン・無水真レイン酸共重合体架橋物、ポリスルホン酸塩架橋物や
、ポリエチレンオキシド、ポリアクリルアミドなどの水膨潤性ポリマーを部分架橋したも
のなどが挙げられる。これらの内、高吸水性樹脂としては、吸水量、吸水速度に優れるア
クリル酸またはアクリル酸塩系のものが好適である。高吸水性樹脂は、第１の吸収部材１
４０および第２の吸収部材１２０の少なくともいずれか一方において、全体に均一に分散
されていてもよいし、厚み方向中央部に集中して分散されていてもよい。
【００２０】
　第１の吸収部材１４０の高吸水性樹脂の含有率は、第２の吸収部材１２０の高吸水性樹
脂の含有率よりも大きくてもよい。これにより、吸収体１００全体としての体液吸収量を
維持しつつ、第２の吸収部材１２０の体液吸収時の膨張を低く抑えることができ、着用時
の異物感を低減することができる。なお、好ましくは、第１の吸収部材１４０の高吸水性
樹脂の含有率は４５質量％以上であって６０質量％以下であり、第２の吸収部材１２０の
高吸水性樹脂の含有率は２５質量％以上であって４０質量％以下である。
【００２１】
　第２の吸収部材１２０の基底部１２４には、肌当接面側の表面において、隆起部１２２
の周縁に沿った圧搾溝が形成されていないことが好ましい。隆起部１２２の周縁に圧搾溝
が設けられた場合には、隆起部１２２は綺麗に盛り上がるものの、体液吸収時の高吸水性
樹脂の膨張の制御は難しく、隆起部１２２の盛り上がり量が甚大になる。このような吸収
性物品を用いた場合、着用者に不快感と異物感を与えてしまう。従って、肌当接面側の表
面において、隆起部１２２の周縁に沿った圧搾溝を形成せずに、第１の吸収部材１４０の
みで隆起部１２２の盛り上がり量を制御することで、吸収性物品１は、着用者の体液排出
部に吸収体１００をより良好に密着させて、体液の漏れを効果的に防止するとともに、優
れた着用感を供することができるものである。ただし、このような構成に限定されること
なく、第１の吸収部材１４０および第２の吸収部材１２０の少なくとも一方には、体液の
拡散吸収などのために圧搾溝が形成されていてもよいことは言うまでもない。
【００２２】
　また、上記吸収性物品の短手方向において、上記第１の吸収部材の長さは、上記第２の
吸収部材の長さの３０％以上であって７０％以下であることが好ましい。３０質量％以上
とすることによって、製品状態で肌当接面側に凸上に隆起する部分が細くなりすぎ、着用
者に違和感を与えてしまうことを防止できるという効果が得られ、７０％以下とすること
によって、股下部分全体が厚くなり、着用感が悪化することを防止することが出来るとい
う効果が得られる。
【００２３】
　さらに、図４（ａ）または図５（ａ）において示すように、第２の吸収部材１２０の基
底部１２４のフラッフ目付（Ｂ）は、１００ｇ／ｍ２以上であって２００ｇ／ｍ２以下で
あり、第２の吸収部材１２０の隆起部１２２のフラッフ目付（Ａ）は、５０ｇ／ｍ２以上
であって１５０ｇ／ｍ２以下であり、第１の吸収部材１４０のフラッフ目付（Ｄ）は、２
５０ｇ／ｍ２以上であって４００ｇ／ｍ２以下であり、第２の吸収部材１２０のフラッフ
目付（Ｃ）は、１５０ｇ／ｍ２以上であって３５０ｇ／ｍ２以下であり、吸収性物品１の
全体のフラッフ目付（Ｅ）は、４００ｇ／ｍ２以上であって７５０ｇ／ｍ２以下であるこ
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とが好ましい。図面の便宜上、図４（ａ）または図５（ａ）を用いて説明したが、この数
値は、図１乃至図３に示す実施形態においても適用可能である。このような構成により、
着用者の体液排出部に対して、吸収性物品１を良好に当接することができる。
【００２４】
　なお、吸収性物品１は、吸収体１００を囲撓する被包シート（図示しない）を更に含ん
でもよい。被包シートは、吸収体の形状保持および体液拡散性向上のために配される。被
包シートは、比較的厚手の親水性の不織布からなり、表面シート２００を介して滴下、流
入される体液をたとえば長手方向へ輸送、拡散し、液戻りを減少させるものである。
【００２５】
　ここでは、第２の吸収部材１２０にのみ隆起部１２２が形成された例を説明したが、第
１の吸収部材１４０にもこのような隆起部が形成されていてもよい。また、表面シート２
００、第１の吸収部材１４０、第２の吸収部材１２０、防漏シート３００および立体ギャ
ザーシート４０２を含む各構成部材は、接着剤などでそれぞれ隣接する構成との間で相互
に固着されてもよい。さらにまた、吸収性物品１は、本明細書に記載した各構成部材以外
の構成部材を更に含んでもよい。
【００２６】
　次に、図６を参照して、本発明の実施形態に係る吸収性物品１の製造方法を説明する。
ここでは、吸収性物品１の構成部材の連続体を長手方向に搬送しながら、吸収性物品１を
製造する方法を説明する。
【００２７】
　まず、積繊機１１にて第１の吸収部材１４０を形成する。一方、第２の吸収部材１２０
は積繊機１２にて形成し、カッター１３を用いて所定の形状に切断する。その際、立体形
状に形成した積繊ドラムを用いることで一体の吸収部材の部分ごとに目付量を増減させて
吸収部材の厚みを変化させる事により、隆起部１２２と基底部１２４とを形成する。次に
、平面視において、第２の吸収部材１２０となる連続体の隆起部１２２に第１の吸収部材
１４０が重なるように、圧縮ローラ１４を用いて、第２の吸収部材１２０となる連続体と
第１の吸収部材１４０とを固着する。この状態で、カッター１７を用いて、切断すること
により、第２の吸収部材１２０と第１の吸収部材１４０とを含む吸収体１００が形成され
る。
【００２８】
　さらに長手方向に搬送されて、圧縮ローラ２１において、この吸収体１００の肌当接面
側から、原反ロール１９から給送された表面シート２００となる連続体と、原反ロール２
０から給送された立体ギャザー４００となる連続体と、を吸収体１００にあてがい、この
吸収体１００の非肌当接面側から、原反ロール１８から給送された防漏シート３００とな
る連続体を吸収体１００にあてがって、周縁をホットメルト接着剤やヒートシールによっ
て固着するとともに、これをカッター２２で切断することで吸収性物品１を形成する。そ
の後、折り畳み機２４によって、吸収性物品１を折り畳んだのちに、包装機２３に給送し
て、複数の吸収性物品１をまとめて包装する。
【００２９】
　以上、実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態およ
び実施形態に記載の範囲には限定されないことは言うまでもない。上記実施形態に、多様
な変更または改良を加えることが可能であることは当業者に明らかである。また、その様
な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範
囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【００３０】
１　吸収性物品
１１，１２　積繊機
１８，１９，２０　原反ロール
１３，１７，２２　カッター
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１４，２１　圧縮ローラ
１５　エンボスロール
２３　包装機
２４　折り畳み機
１００，１００ａ，１００ｂ　吸収体
１２０，１２０ａ，１２０ｂ　第２の吸収部材
１２２，１２２ａ，１２２ｂ　隆起部
１２４，１２４ａ，１２４ｂ　基底部
１４０，１４０ａ，１４０ｂ　第１の吸収部材
２００　表面シート
３００　防漏シート
４００　立体ギャザー
４０２　立体ギャザーシート
４０４　弾性伸縮部材
４０６，４０８　固着材

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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